
　現在、使用している保険証は、８月以降は使用できません。
新しい保険証は７月中に交付します。

現役並みⅢ

現役並みⅡ

現役並みⅠ

住民税課税所得が690万円以上の被保険者と、
その方と同一世帯にいる被保険者
現役並みⅢに該当せず、住民税課税所得が380
万円以上の被保険者と、その方と同一世帯にい
る被保険者

現役並みⅢ・Ⅱに該当しない３割負担の方と、
その方と同一世帯にいる被保険者

区分Ⅱ

区分Ⅰ

世帯全員が住民税非課税である方のうち、次のいず
れかに該当する方
●世帯全員の所得が０円の方
※公的年金控除は80万円を適用。
※給与所得がある場合、その金額から10万円を控除。
●老齢福祉年金を受給されている方

世帯全員が住民税非課税で区分Ⅰに該当しない方

だいだい

被保険者証

▲

▲減額認定証 ▲限度証

◆減額認定証(区分Ⅰまたは区分Ⅱに該当する方） ◆限度証(次の3区分のうち現役並みⅠまたは現役並みⅡに該当する方）

※新しい保険証、減額認定証、限度証の有効期限は、令和６年７月31日㈬です。

　現在、使用している減額認定証および限度証は、８月以降は使用で
きません。
　引き続き交付対象に該当する方には、新しい減額認定証および限度
証を７月中に交付します。
　また、新たに次の交付要件に該当し、同証が必要となる方は、年金・
長寿医療グループへ申請してください。

5 後期高齢者医療制度のお知らせ

問い合わせ　年金・長寿医療グループ（☎85２１３７）

令和５年度の保険料額は、７月にお知らせします

後期高齢者医療制度のお知らせ

保険料の支払い方法保険料の支払い方法

保険証が新しくなります(橙色→黄色)保険証が新しくなります(橙色→黄色)

交付要件交付要件

減額認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)、
限度証(限度額適用認定証)も新しくなります(水色→黄緑色)
減額認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)、
限度証(限度額適用認定証)も新しくなります(水色→黄緑色)

保険料の計算方法保険料の計算方法

　保険料の納付は、原則『年金天引き』です。申し出により
『口座振替』に変更することができます。
　次の（１）～（３）のいずれかに該当する方は年金天引きの対
象になりません。納付書または口座振替で納めてください。
（１）介護保険料が年金天引きされていない方（年金額が年額

18万円未満の方）
（２）介護・後期高齢者医療の保険料の合計額が、介護保険料

が天引きされている年金の受給額の半分を超える方
（３）新たに制度に加入した方の半年の期間

●口座振替について、国民健康保険税か
ら自動継続はされません。
　再度、年金・長寿医療グループへ申請
してください。
●社会保険料控除は、年金天引きの方は
本人、口座振替の方は口座名義人に適
用されます。
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～保険料のお知らせ・保険証(被保険者証)の一斉更新～

※年度の途中で加入したときは、加入した月からの月割で計算します。
※所得は前年の収入から必要経費（公的年金控除や給与所得控除額など）を差し引いたものです。
※前年の所得金額により、43万円の控除額が異なる場合があります。

【限度額66万円】
※100円未満切り捨て。

均　等　割 所　　得　　割 保険料（年額）
【１人当たり保険料】
5万1,892円

【本人の所得に応じた額】
（令和４年中の所得－最大43万円）×10.98％

問い合わせ　国民健康保険グループ（☎85１７７１）

　『国民健康保険被保険者証（兼高齢受給者証）』の有効期限は、７月31日㈪です。
８月１日㈫から使用できる被保険者証は、７月中旬に世帯ごとに簡易書留で郵送します。
配達時に不在の場合は、再配達などの手続きをして、必ず被保険者証を受け取ってください。

　入院するときや高額な外来診療を受け
るとき、『限度額適用・標準負担額減額
認定証』を医療機関の窓口に提示するこ
とで、窓口での支払い額が自己負担限度
額までとなります。
　８月１日㈫以降に限度額適用・標準負
担額減額認定証が必要な方は、国民健康
保険グループまたは各支所で申請してく
ださい。
※７月３日㈪から事前申請を受け付けて
います（国民健康保険グループ（市役
所４番窓口）での交付は７月25日㈫以
降の予定です）。

対象（国民健康保険に加入している方）
・70歳未満の方
・70歳以上75歳未満で住民税非課税世帯
の方または現役並み所得者Ⅰ、現役並
み所得者Ⅱに該当する方

※国民健康保険税の納税状況により交付
できない場合があります。

手続きに必要なもの
　被保険者証、マイナンバー（個人番号）
が分かる書類、委任状（別世帯の方が
申請する場合のみ）

※令和４年分の収入申告が未申告の方は、
申告を済ませ、申告書の控えを持参く
ださい。

※限度額適用・標準負担額減額認定証は、
申請した月の１日から有効となります。

国民健康保険のお知らせ

新しい国民健康保険被保険者証（兼高齢受給者証）（えんじ色）を送付します新しい国民健康保険被保険者証（兼高齢受給者証）（えんじ色）を送付します新しい国民健康保険被保険者証（兼高齢受給者証）（えんじ色）を送付します

限度額適用・標準負担額減額認定証の有効期限は７月31日㈪です限度額適用・標準負担額減額認定証の有効期限は７月31日㈪です限度額適用・標準負担額減額認定証の有効期限は７月31日㈪です
◆70歳未満の方の限度額

◆70歳以上75歳未満の方の限度額

区分 所得区分※２ 自己負担限度額（月額）

区分 所得区分
※3

自己負担限度額（月額）
外来（個人単位） 外来＋入院（世帯単位）

901万円超ア 252,600円＋（総医療費－842,000円）×１％
【多数回　140,100円※１】

210万円以下 57,600円【多数回　44,400円※１】
住民税非課税 35,400円【多数回　24,600円※１】

600万円超
901万円以下イ 167,400円＋（総医療費－558,000円）×１％

【多数回　93,000円※１】

課税所得
690万円以上

現役並み
所得者Ⅲ

252,600円＋（総医療費－842,000円）×１％
【多数回　140,100円※１】

課税所得
380万円以上

現役並み
所得者Ⅱ

167,400円＋（総医療費－558,000円）×１％
【多数回　93,000円※１】

課税所得
145万円以上

現役並み
所得者Ⅰ

80,100円＋（総医療費－267,000円）×１％
【多数回　44,400円※１】

課税所得
145万円未満

住民税非課税

一般

低所得者Ⅱ
低所得者Ⅰ

18,000円
（年間144,000円）

8,000円 24,600円
8,000円 15,000円

57,600円
【多数回　44,400円※１】

210万円超
600万円以下ウ

エ
オ

80,100円＋（総医療費－267,000円）×１％
【多数回　44,400円※１】
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過去12カ月以内に限度額を超えた支給が４回以上あった場合は、４回
目から『多数回』の該当となり、自己負担限度額が下がります。
70歳未満の所得とは、同一世帯の国民健康保険加入者それぞれの総所
得金額などから43万円を差し引いた金額を世帯で合算したものです。
70歳以上75歳未満の課税所得とは、住民税の課税所得です。

※１

※２

※３

国民健康保険の『還付金詐欺』にご注意ください
　市では、自己負担限度額を超えて支払った医療費がある場合には
郵送でお知らせしています。提出された書類に不備がある場合を除
いて、職員が電話をすることはありません。
　還付金に関する不審な電話には十分ご注意ください。


